
１ 進捗状況

基本目標
評価（令和6年度）

計画どおり
事業継続が適当

事業改善の
検討が必要

事業の休止・廃止
の検討が必要 事業終了が適当

①事務改善による業務効率化
　とサービス向上 6項目 5 1 － －

②職員の育成と資質向上 3項目 3 0 － －
③事業の精査と見直し 7項目 5 2 － －
④安定した行財政運営実施 8項目 8 － － －

合計（全24項目） 21 3 0 0
２ 財政効果額

令和6年度
目標額合計 158,601千円
効果額合計 346,222千円

◆
申
告
が
必
要
な
方

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
会

社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を

経
営
し
て
い
る
方
、
ア
パ
ー
ト

や
駐
車
場
を
貸
し
付
け
て
い
る

方
、
太
陽
光
発
電
事
業
を
し
て
い

る
方
、
農
業
等
を
営
ん
で
い
る
方

で
、
そ
の
事
業
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
償
却
資
産
を
市
内
に
所
有

し
て
い
る
方

◆
対
象
資
産

構
築
物
、
機
械・装
置
、
車
両・

運
搬
具
、
工
具・器
具・備
品
な
ど

※
自
動
車
税・軽
自
動
車
税
の
対
象

と
な
る
も
の
は
申
告
対
象
外
で
す
。

※
初
め
て
申
告
す
る
方
は
、
所
有

し
て
い
る
全
て
の
事
業
用
資
産
に

つ
い
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
有
す
る
償
却
資
産
の
課
税
標

準
額
の
合
計
が
１
５
０
万
円

（
免
税
点
）
未
満
の
場
合
、
固

定
資
産
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
申
告
は
必
要
で
す
。

◆
申
告
の
方
法

償
却
資
産
申
告
書
・
種
類
別
明

細
書
を
２
月
２
日
㊊
ま
で
に
資
産

税
課
へ
提
出

※
申
告
書
お
よ
び
明
細
書
は
、
資

産
税
課
ウ
ェ
ブ
ペ

ー
ジ
ま
た
は
同
課

窓
口
で
入
手

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ⅹ（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）

に
よ
る
電
子
申
告

も
利
用
で
き
ま
す
。

◆
注
意
事
項

申
告
漏
れ
の
資
産
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
場
合
、
最
大
で
５
年

間
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
過
年
度
分
に
つ
い
て

は
、
一
括
納
付
が
原
則
で
す
。

な
お
、償
却
資
産
が
未
申
告
と
み

ら
れ
る
場
合
、国
税
庁
等
の
資
料
に

よ
り
、資
産
内
容
を
確
認
し
、課
税
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
お
知
ら
せ

令
和
９
年
度
申
告
分
か
ら
、
申

告
書
お
よ
び
種
類
別
明
細
書
が
全

国
一
律
の
様
式
に
変
更
さ
れ
ま

す
。
前
年
度
の
申
告
内
容
を
印
字

し
た
申
告
書
等
を
お
届
け
し
て
い

た
方
に
お
い
て
は
、「
控
え
用
」

を
廃
止
し
、「
提
出
用
」
の
み
の

お
届
け
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
令
和
８
年
１２
月
に
お

届
け
す
る
令
和
９
年
度
申
告
案
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
８
年
度

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）申
告
の
ご
案
内

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

資
産
の
状
況
を
１
月
３１
日
ま
で
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
償
却
資
産
と

は
、
会
社
や
個
人
の
方
が
事
業
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
資
産
で
す
。

所
得
税
・
法
人
税
の
確
定
申
告
に
お
い
て
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
は
、

償
却
資
産
の
申
告
が
必
要
で
す
。

問
合
せ

資
産
税
課
（
２
階
）

sisanzei@city.mobara.chiba.jp

☎
⒇
１
５
７
９　

⒇
１
６
０
９

市では、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする行財政改革推進指針第2次実施計画に取
り組んでいます。「事務改善による業務効率化とサービス向上」、「職員の育成と資質向上」、「事業の精査と
見直し」、「安定した行財政運営実施」の4つの基本目標を掲げ、全24の項目に取り組んだ結果、令和6年度
の進捗状況は「計画どおり事業継続が適当」が21項目、「事業改善の検討が必要」が3項目となりました。

行財政改革推進指針第2次実施計画の進捗状況をお知らせします

問合せ 総務課（４階）　☎(20)1519　 (20)1602
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